
第
三
項
　
皇
族
の
帰
依

こ
れ
ま
で
は
、
徳
川
将
軍
家
の
帰
依
の
話
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
祐
天
の
道
名
は
京
都
に
ま
で
及
ん
で
い

た
。
こ
の
話
は
、
祐
天
の
伝
通
院
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。

師
住
二

ス
ル
ノ

無
量
山ニ
一

之
時
知
恩
院
二
品
法
親
王
始テ

入テ
二

東
関
一

而
淹
留
之
間
忝ク

モ

慕テ
二

師ノ

徳ヲ
一

一
日
桂テ
レ

駕
入リ
二

伝
通
院ニ
一

竟
日
芳
話
殊ト

ニ

受
二

教
示ヲ
一

崇
信ノ

之
余リ

乞テ

受テ
二

師
所
筆
之
紺
紙
金
泥ノ

名
号
十
有
余
幅ヲ
一

而
自ラ

随
二

身ヲ

之
一

及
奉
二

進セ
ラ
レ

仙
洞
女
院ニ
一

賜フ
二

親
近ノ

卿
相ニ
一

皈
敬ノ

之
至リ

以
レ

此ヲ

可シ
レ

知
也

知
恩
院
二
品
法
親
王
が
下
京
の
折
、
祐
天
の
教
示
を
受
け
、
名
号
を
仙
洞
や
女
院
に
奉
進
せ
ら
れ
た
と
言

う
の
で
あ
る
。

知
恩
院
二
品
法
親
王
と
は
、
有
栖
川
幸
仁
親
王
（
後
西
天
皇
の
子
に
あ
た
る
）
の
子
で
仙
洞
（
霊
元
天
皇

で
後
西
天
皇
の
弟
に
あ
た
る
）
の
猶
子
岡
宮
の
こ
と
で
、
宝
永
三
年
八
月
二
十
五
日
に
十
一
歳
で
知
恩
院
に

入
室
得
度
し
た
。
そ
し
て
、
将
軍
の
猶
子
と
し
て
知
恩
院
門
跡
尊
統
法
親
王
と
な
っ
た
。
東
山
天
皇
の
時
代

で
あ
る
（『
常
実
記
』
宝
永
三
年
八
月
二
十
五
日
、『
総
合
国
史
研
究
要
覧
』
歴
史
図
書
社
、
昭
和
四
十
五
年
、

八
九
三
頁
、『
国
忌
奠
香
録
』、「
華
頂
誌
要
」『
浄
全
』
十
九
、
二
〇
〇
頁
）。

宝
永
六
年
六
月
十
九
日
尊
統
法
親
王
は
二
品
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
時
代
は
家
宣
の
治
世
に
移
っ
て
い
る
。
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（「
本
伝
遺
事
」『
略
記
』）



こ
の
尊
統
法
親
王
は
二
度
下
京
し
て
い
る
こ
と
が
『
文
実
記
』
か
ら
知
ら
れ
る
。
一
度
目
は
、
宝
永
七
年
三

月
二
十
三
日
か
ら
四
月
二
十
二
日
の
一
か
月
間
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
目
的
は
家
宣
の
将
軍
継
承
を
祝
す
た

め
と
思
わ
れ
る
。
天
徳
寺
を
旅
館
と
し
て
い
る
。
二
度
目
は
、
同
年
閏
八
月
十
九
日
か
ら
十
月
十
九
日
の
二

か
月
間
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
旅
館
は
天
徳
寺
で
あ
っ
た
。
正
確
な
目
的
は
不
明
で
あ
る
が
、
清
揚
院
殿
（
家

宣
の
父
）
三
十
三
回
忌
の
法
会
に
際
し
太
政
大
臣
の
追
贈
が
あ
り
、
導
師
を
勤
め
る
た
め
で
あ
ろ
う
（「
華
頂

誌
要
」）。

こ
の
よ
う
に
、
一
年
間
に
三
月
の
長
き
に
わ
た
っ
て
逗
留
し
て
お
り
、
伝
通
院
の
祐
天
に
会
い
に
い
っ
て

も
不
思
議
は
な
い
。
法
親
王
、
当
時
十
五
歳
、
が
ど
の
よ
う
に
祐
天
の
道
名
を
受
け
止
め
て
い
た
の
か
知
る

由
も
な
い
が
、
何
の
面
識
も
な
か
っ
た
天
皇
家
と
祐
天
を
結
び
付
け
る
接
点
は
ほ
か
に
考
え
よ
う
も
な
く
、

史
実
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
、
法
親
王
が
自
ら
名
号
を
仙
洞
な
ら
び
に
女
院
に
贈
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
隠
居
後
の
祐
天
が

天
皇
家
と
の
結
縁
の
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
実
際
に
祐
天
の
血
脈
を
欲
し
が
っ
た
の
は
そ
の
東
山
天
皇
の
女
院
承
秋
門
院
で
あ
っ
た
。
世
は
す

で
に
中
御
門
天
皇
の
時
代
正
徳
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
承
秋
門
院
は
有
栖
川
幸
仁
親
王
の
子
で
幸
子
と
言
っ

た
。
し
た
が
っ
て
法
親
王
と
は
姉
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
浄
土
の
信
仰
や
祐
天
の
こ
と
は
法
親
王
を
通
し

て
聞
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
法
親
王
も
正
徳
元
年
五
月
十
八
日
に
十
六
歳
で
な
く
な
り

（「
華
頂
誌
要
」）、
東
山
天
皇
は
そ
の
二
年
前
、
宝
永
六
年
十
二
月
十
七
日
三
十
五
歳
で
崩
御
し
て
い
る
の
で





あ
る
。
承
秋
門
院
は
次
々
と
支
え
を
失
い
、
祐
天
と
の
結
縁
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
承
秋
門
院
が
祐
天
か
ら
血
脈
を
も
ら
う
ま
で
の
経
緯
は
玉
山
成
元
先
生
が
『
Ｔ
Ｈ
Ｅ
祐
天
寺
』

二
六
に
書
い
て
お
り
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
法
名
の
み
記
し
て
お
き
た
い
（『
実
録
下
書
』
附
）。
た
だ
、

承
秋
門
院
は
そ
の
立
場
上
こ
の
法
名
を
使
わ
な
か
っ
た
ろ
う
と
玉
山
先
生
は
述
べ
て
い
る
。

女
院
　
承
秋
門
院
　
崇
誉
興
徳
大
禅
定
女

皇
女
　
専
修
院
　
　
然
誉
了
廓
大
禅
定
女

乳
母
　
光
雲
院
　
　
歓
誉
寿
貞
大
姉

こ
の
よ
う
に
、
女
院
だ
け
で
な
く
、
皇
女
そ
れ
に
乳
母
（
新
宰
相
の
局
）
も
結
縁
し
て
い
る
。
女
院
は
御

礼
に
金
襴
の
九
條
袈
裟
を
贈
っ
て
い
る
。
祐
天
寺
本
尊
の
袈
裟
は
こ
れ
を
象
る
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
略
記
』）。

皇
女
は
金
扇
、
乳
母
か
ら
花
縹
帽
子
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
と
は
直
接
会
っ
て
は
い
な
い
が
、
書
写
さ
れ
た
名
号
を
通
じ
て
信
仰
が
深
ま
っ
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
一
本
松
に
移
っ
て
す
ぐ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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